
京 友 禅 証 紙   発 ⾏・ 管 理 規 則  
 
（⽬ 的）  
  第 １ 条   こ の 規 則 は、 京 友 禅 振 興 協 議 会 （以 下 「協 議 会」 と い う） が、 協 議 会 規 約 第 ４ 条  
  第 （２） 号 に 基 づ き、 「京 友 禅 証 紙」 を 発 ⾏ 及 び 管 理 を ⾏ う に 当 た り、 貼 付 条 件、 申 請 ⼿ 
  続 き 及 び 管 理 ⽅ 法 等 に つ い て 定 め る こ と を ⽬ 的 と す る。  
 
 
（名 称 及 び 形 態）  
  第 ２ 条   こ の 証 紙 は 「京 友 禅 証 紙」 と 称 し、 そ の 形 態 及 び 記 載 ⽂ ⾔ は 別 紙 の 通 り と す る。  
 
 
（発 ⾏・ 管 理）  
  第 ３ 条   こ の 証 紙 は 協 議 会 が 発 ⾏ し、 証 紙 委 員 会 が 管 理 運 営 に 当 た る。  
 
 
（商 標 権）  
  第 ４ 条   こ の 証 紙 に 関 す る 商 標 権 は、 協 議 会 に 帰 属 す る。  
 
 
（貼 付 対 象 品）  
  第 ５ 条   貼 付 対 象 品 は 友 禅 染 と し、 次 の 全 項 ⽬ に 該 当 す る も の と す る。  
    （１） 対 象 品 は、 原 則 と し て 和 装 品 と す る が、 洋 装 品、 イ ン テ リ ア ⽤ 品 等 も 対 象 と す る  

  こ と が で き る。  
  但 し、 協 議 会 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら な い。  

    （２） 素 材 は、 国 産・ 外 国 産 に か か わ ら ず 原 則 と し て 絹 織 物 と す る。 な お、 協 議 会 が 認  
  め た 場 合 は こ の 限 り で は な い。  

    （３） 対 象 品 は、 京 友 禅 協 同 組 合 連 合 会 （以 下 「連 合 会」 と い う） 加 盟 組 合 傘 下 の 組 合  
  員 に よっ て 制 作 さ れ た も の と す る。  

    （４） 制 作 に 掛 か る 主 た る ⼯ 程 が 京 都 地 区 内 で ⾏ わ れ て い る こ と。  
    （５） 他 産 地 及 び 国 外 で 加 ⼯ が ⾏ わ れ て い る も の は 対 象 外 と す る。  
 
 
（制 作 者 管 理 と 証 紙 番 号）  
  第 ６ 条   制 作 者 を 管 理 す る た め、 証 紙 に 証 紙 番 号 （連 番） を 表 ⽰ す る。 な お、 複 数 ⼯ 程 に  
  よ る 制 作 者 は、 最 終 責 任 者 た る 連 合 会 加 盟 組 合 傘 下 の 組 合 員 と す る。  
 
 
（証 紙 の 発 ⾏ 申 請）  
  第 ７ 条   証 紙 の 発 ⾏ を 希 望 す る 者 は、 所 定 の ⽤ 紙 に て 所 属 組 合 を 通 じ て 協 議 会 に 申 請 す  
  る。 な お、 申 請 者 は、 当 規 則 第 ５ 条 に よ る 作 品 の 最 終 責 任 者 た る 連 合 会 加 盟 組 合 傘 下 の 組  
  合 員 と す る。  
 
 



（証 紙 の 有 料 頒 布）  
  第 ８ 条   証 紙 は 有 料 で 頒 布 す る も の と し、 価 格 は 別 に 定 め る。  
 
 
（伝 産 証 紙 と の 併 ⽤）  
  第 ９ 条   伝 産 証 紙 の 貼 付 を 認 め ら れ て い る 作 品 に は、 こ の 証 紙 に 伝 産 ⼩ 証 紙 を 併 ⽤ 貼 付 す  
  る こ と が で き る。  
 
 
（適 正 使 ⽤ 検 査）  
  第 10 条   証 紙 の 適 正 な 使 ⽤ を 図 る た め に 関 係 者 へ の 検 査 を 実 施 す る。  
 
 
（懲 戒）  
  第 11 条   当 規 則 に 違 反 し 不 正 に 証 紙 を 使 ⽤ し た と 認 め ら れ る 場 合 は、 証 紙 委 員 会 の 議 を  
  経 て 協 議 会 理 事 会 が 懲 戒 を 決 定 す る も の と す る。  
 
  ２   懲 戒 は、 譴 責、 使 ⽤ 停 ⽌ の ２ 種 と し、 次 に 掲 げ る ⽅ 法 に よ り 処 理 す る。  
      （１） 譴 責 は、 始 末 書 を 取 り 今 後 の 使 ⽤ を 戒 め る。  
      （２） 使 ⽤ 停 ⽌ は、 始 末 書 を 取 り ６ヶ ⽉ を 限 度 に 証 紙 の 使 ⽤ を 停 ⽌ す る。  
 
 
（規 則 の 改 訂）  
  第 12 条   こ の 規 則 の 改 訂 は、 理 事 会 の 議 決 を 経 て ⾏ う も の と す る。  
  付 則   こ の 規 則 は、 平 成 １ ７ 年 ４ ⽉ １ ⽇ か ら 施 ⾏ す る。  
  平 成 １ ７ 年 ５ ⽉ ２ ０ ⽇ ⼀ 部 改 訂  
 


